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  2023 年 5 月 31 日（木）11:00 から札幌地

裁 805 号法廷で北大総長解任取消訴訟第 10 回

口頭弁論が行われました。今回の期日で今後の

証拠調べと証人尋問の口頭弁論期日が決まり、6

月 28 日・7 月 26 日・9月 6 日・9 月 27 日・10

月 18 日・10 月 25 日（全て水曜日）の午前 10

時半～午後 4 時半に行われ、判決言い渡しは来

年 3 月 13 日の予定になっています。証人は、被

告北大が申請した西井準治理事（当時）他計 15

名で、主に名和総長から非違行為を受けたとさ

れる被害者となっています。原告が証人申請し

た解任の手続きに深く関わったとされる石山喬

総長選考会議議長・笠原正典理事・長谷川晃理事

（全て当時）らの証人尋問が行われるかどうか

は今後の証拠調べで決定されます。また、同時並

行で行われている北大情報不開示取消訴訟も

7 月 6 日（木）9:30 から証人尋問が行われま

す。北大当局の説明や原告の主張によっても分

からなかった総長解任事件の全貌が明らかにな

りますので、是非傍聴をお願い致します。機関紙

ほくだいでも証人尋問の詳細をお伝えします。

また、6 月 30 日（金）18:30 より総長解任問題

のオンライン学習会（Zoom ミーティング ID：

944 6993 8482）を開催します。今現在の北大の

問題も総括致しますので皆様奮ってご参加下さ

い。 

（執行委員長・山田）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機
関
紙 

北海道大学教職員組合  
【電話】011-746-0967（FAX兼用） 

    内線：2083、3994      
HP：https://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/ 
メール：kumiai@hokudai-shokus.sakura.ne.jp 
 

北大総長解任取消訴訟いよいよ証人尋問

へ 

教職員の助け合

いを目的としてお

り、教職員とその

家族のみが加入で

きる 

共済 

です。 

教職員共済 わくわくキャンペーン応募 6月 30日まで 

ぜひ加入を！ 

https://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/23/20230630%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%AD%A6%E7%BF%92%E4%BC%9A%E7%AC%AC8%E5%9B%9E.pdf
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/23/2023kyousai-panf.pdf
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/23/2023kyousai-panf.pdf
https://www.daigaku-kks.jp/
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2023 年 6 月１日に Times Higher 

Education から今年のインパクトランキング

が発表されました。ザ・インパクトランキング

は、国連が SDGs で掲げる 17 の目標に対する

大学の達成度を評価するものですが、実際には

SDG17 と他に点数の高い３つの項目（表中下

線部）の合計点でランク付けするものです。昨

年 10 位だった北大は、今年は 22 位で依然と

して日本の大学ではトップですが、昨年１位だ

った SDG2が 68 位になり、その他の項目も現

状維持か下落傾向にあります。さらに問題なの

は、高スコアを見込めない SDG1,4,5,8,10 には

北大はエントリーすらしていないことです。高

スコアを望めそうな項目にリソースを集中す

ることを危惧します。職組としては、労働環境

の改善を目標とした SDG8 をはじめ、全ての

項目にエントリーし、経営努力をするように求

めていきます。     （執行委員長・山田） 

全労連東北地⽅協議会・道労連は 5 月 23⽇、東

北・北海道ブロック最賃キャラバンの⼀環として、

札幌パルコで最低賃⾦の⼤幅引き上げを求める街

頭アクションをしました。 

「上げろ 最低賃⾦¥1500」の⾚い T シャツで、

「物価⾼騰に⾒合う最低賃⾦アップを」の横断幕

やプラカードを掲げ、チラシを配布しながらアピ

ールを行いました。道労連の三上友衛議⻑は、「時

給 1500円はとっぴな額ではなく⽉24万〜25万円

程度。⾃⽴して⼦育てをしていくスタートライン

にはこのくらい当たり前です」と訴えました。立ち

止まり、チラシを受け取り「頑張って」と声をかけ

てくれる方もおられました。 

（書記局・大島） 

 コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻、急激な

円安などの影響で消費者物価・電気代が急騰し、

実質賃金のマイナス傾向が続いています。こう

したものとで全労連・国民春闘共闘・公務部会

は 2023 人勧へむけて「物価高騰から生活守る

大幅賃上げを求める署名」を官民一体で取り組

もうとスタート集会を開催しました。 

 この署名は労働者・住民が安心して働きくら

せる社会を実現するとともに、良質で安定した

公務・公共サービス、教育を提供するためにも、

23 年人事院勧告において要求を実現するもの

です。多くの教職員から署名を集めましょう。 

       （書記局・大島） 
 

ザ・インパクトランキング 2023発表 

ー北大は国内依然トップも下落傾向ー 
 

上げろ最低賃金 1500 円をアピール  物価高騰から生活を守る大幅賃上げを 

求める署名にとりくみましょう！ 
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  2023 年度定期大会を 7 月 29 日（土）にオンラインで開催いたします。各班に置かれましては後

日にお知らせする代議員の選出をどうぞよろしくお願いいたします。またこの定期大会ですが、実は

成功させないと労働組合が労働組合ではなくなってしまうため、今回はそのあたりの事情をＱ＆Ａに

まとめてみました。こういう理由で代議員の選出と大会への参加は必ず必要ですので、組合員皆様の

ご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。 

Ｑ１．そもそもどうして定期大会は必要なのか？ 

Ａ１．定期大会を開かないと労働組合として認められません。 

労働組合には毎年１回、定期大会（総会）を実施する法律上の義務があります。この義務を怠っ

ても、労働組合を名乗ることはできます。しかし、この義務を怠ると「不当労働行為の救済申立て」

を行える労働組合ではなくなってしまいます。そうなると例えば、大学が団体交渉を不当に拒否し

続けることが可能となり、労働組合の機能が根本から停止してしまします。このように、定期大会

の実施は労働組合として絶対に必要となります。 

Ｑ２．組合員をわざわざ招へいせずに役員等だけで実施すればよいのではないか？ 

Ａ２．労働組合は組合員が民主的に参加できない場で意思決定を行えません。 

労働組合には「自主的かつ民主的な組織運用」が義務付けられています。これを怠るとやはり救

済申立てが行える労働組合ではなくなってしまいます。このため、その意思決定の場である定期大

会は特に、労働組合が自分たちで自主的に実施し、構成員である組合員が民主的に参加できる場で

なくてはならず、役員等だけで組合の意思決定を行うことは認められません。なお民主的な参加に

ついて、代議員制度を取ることは法律で認められています。 
 

Ｑ３．北大職組での定期大会のルールどうなっている？ 

Ａ３．次の北大職組規約に基づいて毎年度大会を実施しています。 

【第１５条】大会に参加できる代議員は班ごとの組合員５名につき１名（端数切り上げ）とし執行

委員は代議員になれない。 

【第１６条】大会では「前年度活動報告」「次年度運動方針」「予算と決算」「次期選挙管理員の選

出」等を議決する。 

【第１７条】大会は７月に実施する。 

【第１８条】大会は代議員の過半数の出席で開催でき出席代議員の過半数で議事を議決できる。 

以上により定期大会を成功させないと労働組合が労働組合でなくなりますので、各班より代議員を選

出して今年も必ず成功させましょう！                    （書記長・岡坂） 

北大職組は、昨年 12月、宿舎廃止をめぐる大

学の不誠実団体交渉と団交拒否に対して北海道

労働委員会へ救済申立てを行いました。6 月末ま

でに 3 回行われた調査期日を踏まえ、組合の主

張と大学側の反論の問題点を検討し、今後の方

針について議論します。（詳細はHP を参照）

宿舎問題第 4回学習会 2023年7月 5日(水) 18:30～Zoom 

今年も定期大会を成功させましょう！ 
（そしてそもそも定期大会はなぜ必要か？） 

日時：2023年7 月 5 日（水）18 時 30 分から 19時 30分まで（予定） 

内容：救済申立と宿舎に関する現状報告（宿舎問題WGより）と総合討論 
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最近、スーパーで卵が買

えない経験をされた方は多い

と思います。この理由は、今年

4 月上旬に北海道の採卵養鶏場で相次いで高病

原性鳥インフルエンザが発生し、大量の鶏が殺

処分されたためです。わずか 2週間あまりで 120

万羽、北海道全体の 20%以上の鶏が失われまし

た。未感染鶏も含め、農場の全羽を殺すのはかわ

いそうですが、放置するとヒト–ヒト感染の新型

インフルに変異する可能性もあり、容赦できま

せん。 

  北海道で消費される卵は、ほぼ道内

で作られています。陸続きの本州と異な

り、“離島”なので、他地域から卵を持っ

てくるのはコスト面などで困難です。し

かも本州でも鳥インフルで殺処分が相次

ぎ、卵は潤沢にありません。 

  道内の卵流通が元通りになるまで、実に 1年

以上と言われています。採卵鶏は生後 5 か月か

ら 2 歳くらいまで産卵します。5 か月後ではな

く、なぜ 1 年以上かかるのか。一斉に 120 万羽

の鶏を入れてしまうと、2 年後の産卵期間の終わ

りに 120 万羽を一斉に更新することになり、ま

た卵不足になってしまいます（120 万羽一斉に雛

導入も困難という事情もあり）。そのため、鶏舎

単位（約 10万羽）ずつ、少しずつ時期をずらし

ながら鶏の数を増やしていく必要があり、時間

がかかるのです。 

  しかし、次の冬に再び鳥インフルが

発生する懸念があります。卵不足や飼料

高で卵価格は急上昇しています。安い卵

が潤沢にある状態は当たり前でなくなり

つつあります。  

 （農学部班・清水池義治）
 
【当面する行事など】     詳細は北大職組ホームページ「諸団体の行事」からご覧ください。 
6/17 金平茂紀講演会 13:30～ 

6/26 執行委員会 18:30～ 

6/27 宿舎問題北海道労働委員会第 3 回調査期日 

6/28 総長解任取消訴訟証人尋問① 10:30～16:30  

6/30 第 8 回情報公開学習会 18:30～Zoom 

7/2 レクレーションさくらんぼ狩り（仁木町、余市町） 

7/2 非正規公務員のオンラインミーティングⅡ 

7/4 役員選挙投票開始～7 月 13 日(木) 

7/6 北大情報不開示取り消し請求訴訟⑨ 9:30～ 

7/6 道公務共闘・北海道国公人事院交渉 

7/10 執行委員会 18:30～ 

7/11 いちの日行動 18:20～JR 札幌駅南口広場 

7/22 全大教定期大会 10:00～ 

7/23 道労連定期大会 

7/26 総長解任取消訴訟証人尋問② 10:30～16:30  

7/28 北海道国公人事院交渉 16:00～ 

7/29 定期大会 9:30～ 

組合員を増やし、労働条件・職場環境改善を進めましょう 

卵不足はいつまで続く？ 

組合員の親睦を深めるため、7 月 2 日（日）に、仁木町「くだものの笠井園」でのサクランボ狩りのリクリ

エーションを企画しました。組合員とその家族、組合加入候補者のサクランボ狩り参加費は、組合が負担

します（仁木駅までの往復交通費は各自でご負担をお願いします。自家用車で現地まで行かれても結構

です）。ぜひご参加ください。班によっては、このリクリエーション参加のために（現地までの交通費など）

追加の補助をする計画をお持ちの班もあるかもしれませんので、班書記長にお問い合わせください。 

 

http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/gyouji.html
https://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/20230702%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E3%82%93%E3%81%BC%E7%8B%A9.pdf
http://www13.plala.or.jp/fruits_kasaien/

